
別紙２ 

月の途中資格取得者の取得時決定の修正について 

 月の途中に資格を取得した場合は、扶養手当や住居手当など月の初日に資格を取得したならば受 

けることができたであろう手当も含めて再算定し、等級を入力します。 

  また、日割り計算が行われている場合は、満額で算定します。 

 

【Ｑ69】共済･報酬マスタ照会画面 

 

 

 

 

 

 

【Ｑ66】共済標準報酬情報登録画面 
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15 等級(230,000 以上～250,000 未満) 

↓等級を修正 

16 等級(250,000 以上～270,000 未満) 

①月の初日に資格を取得したならば受けることができたであろう手当も含めます。 

②日割り分は満額で算定します。 


